
様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-053001-01-01

事業名 生乳流通需給対策 事業番号 01 課係名 畜産課 畜政班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
指定生乳生産者団体・乳業者

（２）現状
県内の生乳流通の適正化及び需給調整の推進

（３）方法
指導等

（４）目標
生乳流通の適正化及び需給調整等

２．事業の必要性
本県は離島県であるため、生乳の広域流通が難しく、地域完結型の需給調整を行っている。
そのため、適正な需給調整の確保が酪農・乳業の経営の安定につながっている。

３．実施年度・始期：昭和４８年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）国庫　　国庫補助率：（１／２）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
生乳の需給及び価格の安定を図るため、計画的生産を確保する必要がある。　したがって、「
県酪及び肉用牛生産の振興に関する法律」第１８条に基づき、県知事が生乳取引等の指導を行
うこととなっている。

（２）何故、県が行うのか
同上

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 642 526 446 731
人工数 0.50 0.50 0.50 0.50
※対応する予算の事業名：生乳流通指導事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
需要に即した生乳の計画的生産及び
安定供給基盤の確保、並びに流通の
合理化

学校給食等の生乳需要の拡大に即した生産体制の確保及び夏場需要に合わせ
た生産技術の向上

県内の需給に即した生乳の季節的生産体制及び安定的供給基盤が確立され、県
内流通の合理化が確保されるまで。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
生産農家における計画分娩等の生産
技術の向上、及び乳業者等における
流通の合理化。

夏場分娩などの季節的な生産性工場技術の取り組みにより、夏場の需要期に
合わせた計画的生乳生産が向上した。

県内の需要見込みに即した生乳生産技術が確立し、供給基盤の安定が確保され
るとともに、県内流通の合理化が図れるまで向上する。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-01
事務事業名 生乳流通需給対策
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030102

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化
施策 安定品目の生産供給体制の強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 県外移出生乳量
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A トン 994.00 881.00 2,037.00 900.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 642 526 446 731
投入資源 人工数D 0.50 0.50 0.50 0.50
(単位:千円) 人件費E 3,315 3,220 3,220 3,210

合計C+E=F 3,957 3,746 3,666 3,941

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　年間を通じて、生乳の安定生産が図られており、月ごとの生産量の変動が減少している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　県産牛乳に対する消費量は、安定して推移している。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　全国的に生乳の需給調整対策を実施している。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　生乳の需給及び価格の安定を図るため、計画生産を確保する必要があり、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する
法律」第１８条に基づき、県知事が生乳取引の指導を行う。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　生乳の需給及び価格の安定を図るため、計画生産を確保する必要があり、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する
法律」第１８条に基づき、県知事が生乳取引の指導を行う。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　生乳の需給及び価格の安定を図るため、計画生産を確保する必要があり、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する
法律」第１８条に基づき、県知事が生乳取引の指導を行う。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　生乳の需給調整については、畜産課が実施する事業のみである。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　生乳生産の安定、需給の適正化を図る上で、生乳生産者団体である沖縄県酪農農業協同組合と乳製品の供給元で
ある乳業者を指導することが効率的である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　生乳生産と消費の需給バランスが崩れると、生産者、乳業メーカー、消費者に大きな影響を及ぼす。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

　生乳生産量は、年間を通してバランスよく生産されるようになってきている。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

　生乳生産量は、年間を通してバランスよく生産されるようになってきている。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　県の費用負担は、多額なものではない。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　生乳の需給調整のための調整会議の開催などＯＡ化にはなじまない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

9 4

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　生乳生産は、年間を通してバランスよく生産されてきており、今後とも消費の動向にあわせて安定した需給調整
を推進する。
　また、類似の事業を統合し、事務の効率化を図る。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-053001-01-02

事業名 酪農団体等指導監督 事業番号 02 課係名 畜産課 畜政班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
指定生乳生産者団体

（２）現状
生乳は全体的に供給過剰基調にあり、季節的な需給の不均衡により、余剰乳が発生している
。

（３）方法
需給に即した計画的生産の導入及び円滑な業務推進を図るための助成及び指導、監督

（４）目標
余剰乳の発生を抑制するとともに計画的生乳生産を確保し、市場を反映した価格調整等が円
滑に実施する。

２．事業の必要性
生乳は全体的に供給過剰基調にあり、季節的な需給の不均衡が生じている。そのため、指定
生乳生産者団体の需要調整機能の強化が重要である。

３．実施年度・始期：昭和４９年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）国庫　　国庫補助率：（１／２）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
牛乳、乳製品の価格の安定等を図るため、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づき、指
定生乳生産者団体の指導、監督等を県が行うこととなっているため。

（２）何故、県が行うのか
同上

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 559 281 281 300
人工数 0.40 0.30 0.30 0.30
※対応する予算の事業名：指定団体整備強化事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
計画的生乳生産及び価格形成の合理
化、牛乳・乳製品の価格の安定

県内生乳生産の季節的な余剰乳の発生を減少させたことにより、指定生産者
団体と乳業者の調整が前向きに実施された。

生産技術の向上及び需要拡大により季節的な余剰乳の発生産技術を抑制すると
ともに計画的生乳生産が確保し、市場実勢を反映した価格調整等が円滑に実施
されるまで。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
酪農及びその関連団体等の健全な発
展及び機能の強化

生産農家の生産技術の向上により季節的な需給の不均衡がやや小さくなった
。

されるまで。即した生産技術の向上、不需要期の需要拡大により、指定生乳生
産者団体と乳業者等の円滑な調整が可能となる見込み。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-02
事務事業名 酪農団体等指導監督
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030102

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化
施策 安定品目の生産供給体制の強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 県外移出生乳量
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A トン 994.00 881.00 2,037.00 900.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 559 281 281 300
投入資源 人工数D 0.40 0.30 0.30 0.30
(単位:千円) 人件費E 2,652 1,932 1,932 1,926

合計C+E=F 3,211 2,213 2,213 2,226

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　県産生乳生産の季節的な余剰乳の発生を減少させたことにより、指定生乳生産者団体と乳業者の調整が円滑に実
施されている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　消費動向に即した安定した県産生乳の生産が期待されている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　全国的に酪農団体の指導を実施している。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　加工原料乳生産者補給交付金暫定措置法で規定されている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　加工原料乳生産者補給交付金暫定措置法で規定されている。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　加工原料乳生産者補給交付金暫定措置法で規定されている。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　酪農団体は、県を一円とする広域団体であり、県が実施する事業のみである。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　生乳生産者団体である沖縄県酪農農業協同組合を指導することは、県内の安定的な生乳生産を図る上で効率的で
ある。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　県内生乳の需給バランスが崩れると、生産者、乳業メーカー、消費者に大きな影響を及ぼす。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

　生乳生産は、年間を通して安定的に生産されており、農家の経営安定に貢献している。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

　生乳生産は、年間を通して安定的に生産されており、農家の経営安定に貢献している。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　県の費用負担は、多額なものでない。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　生乳生産者団体との調整会議や指導を行うもので、ＯＡ化にはなじまない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

9 4

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　生乳の季節的な需給の不均衡が減少しつつあり、今後とも計画的な生乳生産を確保する。
　また、類似の事業を統合し、事務の効率化を図る。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-053001-01-03

事業名 鶏卵鶏肉流通需給対策 事業番号 03 課係名 畜産課 畜政班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
養鶏農家

（２）現状
鶏卵の県内自給率は約９５％となっている。しかし、生産地域である九州から移入等があり
、需給のバランスが崩れると卵価が暴落する可能性がある。

（３）方法
需給調整連絡会等を開催し、指導・支援を続ける。

（４）目標
需要に見合った生産をすることにより農家経営の安定を目指し、ひいては、鶏卵鶏肉の安定
供給を目標にしている。

２．事業の必要性
鶏卵に関しては、全国的に供給過多の傾向にあり、計画生産を推進しなければ価格暴落の危
険性が高く、タンパク源の安定供給及び農家所得の保護の観点から継続の必要がある。

３．実施年度・始期：昭和４７年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）国庫　　国庫補助率：（１／２）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
供給過剰になると、全国的に卵価が大幅に下落し、農家経営に大きな影響を与える。消費者へ
の安定供給のため全国的な需給調整が必要である。

（２）何故、県が行うのか
鶏卵の計画生産は平成１６年度より行政主体から生産者主体により行うこととなったが、本県
においては農家規模や特殊性によって行政側からも支援が必要となるため。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 388 446 306 458
人工数 0.50 0.40 0.40 0.40
※対応する予算の事業名：肉畜鶏卵生産出荷調整指導事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
県需給調整協議会による生産者主体
の計画生産の支援・指導

毎年６月・１２月の羽数調査、現地調査、需給調整協議会の開催等 行政主導から、生産者主体の需給調整へ変更していく。県も指導・監視を続け
る。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
需給調整により卵価の安定が図れる 県内の需要に見合う生産量を確保できるようになり、適正な羽数を保ってい

る。
需給バランス保ち、農家経営を安定させ、県民に安心した食鳥・鶏卵を提供す
る。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-03
事務事業名 鶏卵鶏肉流通需給対策
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030201

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標流通・販売・加工対策の強化
施策 流通・販売・加工対策の強化と観光産業との連携強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A)
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 388 446 306 458
投入資源 人工数D 0.50 0.40 0.40 0.40
(単位:千円) 人件費E 3,315 2,576 2,576 2,568

合計C+E=F 3,703 3,022 2,882 3,026

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ａ
(判定内容):A.満足している。

判
定
根
拠

　全国的に需給調整を実施して、需要に見合った生産を推進することで、安定的な供給を確保している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

　食品に対する安全性を求めるニーズが高まってきており、県産の畜産物の安定供給が求められている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　消費者への安定供給を図るため、全国的な調整が必要である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　供給過剰など需給バランスが崩れると、生産農家はもとより、消費者にも大きな影響を与える。また、消費者へ
の安定供給を図る上で、全国的な需給調整が必要である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　養鶏等の全国的な需給調整を図るものであり、県の実施が妥当である。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

　養鶏等の全国的な需給調整を図るものであり、県の実施が妥当である。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　全国的に各都道府県が実施しており、類似する事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　養鶏農家等を対象とした需給連絡会を開催し生産指針等の情報を伝達することによって、需給の安定を図り、農
家経営の安定と県民への新鮮な畜産物の供給を行う。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

　需給バランスが崩れると生産農家はもとより、消費者に大きな影響を及ぼす。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 A2
(判定内容):A2.費用は低下で成果は横ばい。

判
定
根
拠

　養鶏等県内畜産物の安定的な生産が図られている。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ2
(判定内容):A2.費用は低下で結果は横ばい。

判
定
根
拠

　養鶏等県内畜産物の安定的な生産が図られている。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　需給調整は、県単位で実施すべきものであり、費用負担も妥当である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　需給調整に係る会議、指導等を行うものであり、ＯＡ化になじまない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 A2
(2)対結果 Ａ2

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

9 4

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　畜産物のうち特に鶏卵については、全国的に需給バランスが崩れやすい品目であり、今後とも県内の安定生産を
図る上で需給調整を実施していく必要がある。
　また、類似の事業を統合し、事務の効率化を図る。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-053001-01-04

事業名 家畜等飼養状況調査 事業番号 04 課係名 畜産課 畜政班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
肉用牛・乳用牛・豚・採卵鶏・ブロイラー・馬・山羊・乳用山羊・水牛・みつばち・家禽・
ダチョウを飼養する県内全農家。

（２）現状
年１回１２月末時点の飼養頭羽数を調査している。

（３）方法
市町村畜産担当者又は地区長が各農家から直接聞き取りをして調査し、県はそれをまとめる
。

（４）目標
各家畜の飼養戸数・頭羽数を正確に把握することにより、県内畜産業の現状・動向を整理す
る。

２．事業の必要性
畜産業の動向を把握し、各種事業の進捗、計画策定の指標とするため。

３．実施年度・始期：昭和４７年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
各種事業の進捗状況、事業のニーズを把握し、より効果的な事業の策定が可能になる。

（２）何故、県が行うのか
市町村独自で行うと、調査の様式時期が異なり県全体の正確な数値が把握できない。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 0 0 0 0
人工数 0.30 0.30 0.30 0.30
※対応する予算の事業名：

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
飼養状況調査の実施 平成１７年１２月末飼養状況調査 つねに畜産業の動向を把握する必要があり、特に終期はない。平成１９年度に

他の事業と統合

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
頭数の増減により事業の効果が測定
可能

各種事業の進捗状況、事業のニーズを把握し、より効果的な事業の策定が可
能となる。

引き続き、畜産業の動向を把握し、現場に即したより効果的な事業を策定でき
る。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-04
事務事業名 家畜等飼養状況調査
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030101

再掲コード 030102

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化
施策 戦略品目の生産拡大によるおきなわブランドの確立

計画名 農林水産業振興計画
政策目標おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化
施策 安定品目の生産供給体制の強化
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A)
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 0 0 0 0
投入資源 人工数D 0.30 0.30 0.30 0.30
(単位:千円) 人件費E 1,989 1,932 1,932 1,926

合計C+E=F 1,989 1,932 1,932 1,926

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ａ
(判定内容):A.満足している。

判
定
根
拠

　県内での家畜の飼養状況を調査することにより、今後の畜産の振興計画や防疫衛生業務等に役立っている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　県内での家畜の飼養状況を把握することにより、今後の畜産に関する業務推進に役立っている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　全国と同様に調査を実施している。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　家畜の飼養動向を把握することにより、畜産の振興を図るための事業導入など効率的な実施が期待できる。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　市町村独自で行うと調査の内容、時期等が異なり、県全体の正確な数値が把握できない。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

　県全体の家畜の飼養動向の把握であり、市町村の協力を得て県が実施することが妥当である。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　県全体の家畜の飼養動向の把握であり、毎年度実施する類似の事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　家畜の飼養動向を把握することにより、畜産の振興を図るための事業導入など効率的な実施が期待できる。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

　家畜飼養状況の調査結果に基づき、現場に適した効果的な事業の実施や計画が策定できる。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 A2
(判定内容):A2.費用は低下で成果は横ばい。

判
定
根
拠

　家畜の飼養動向を把握するため、毎年度実施している。印刷の効率化などにより費用の節減に努めている。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ2
(判定内容):A2.費用は低下で結果は横ばい。

判
定
根
拠

　家畜の飼養動向を把握するため、毎年度実施している。印刷の効率化などにより費用の節減に努めている。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　家畜飼養状況調査に係る費用は多額ではない。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

　市町村ごとの統計データであるため、一部ＯＡ化を実施して、集計作業の効率化を図っている。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 A2
(2)対結果 Ａ2

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

7 5 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　家畜の飼養状況調査を実施することにより、家畜の動向が把握でき、事業の効果を評価することが可能である。
また、畜産の振興を図る事業導入や計画の策定の指標となる。なお、類似の事業と統合し、事務の効率化を図る。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-053001-01-05

事業名 公社等指導監督 事業番号 05 課係名 畜産課 畜政班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
財団法人　沖縄県畜産振興基金公社

（２）現状
畜産振興基金公社は、主要な家畜及び畜産物の価格及び畜産物の価格安定事業と畜産振興事
業を行っている。

（３）方法
事業計画の策定、公社運営の指導監督、寄付行為・登記事項の変更等を協議する。

（４）目標
畜産業の振興

２．事業の必要性
（財）沖縄県畜産振興基金公社は、主要な家畜及び畜産物の価格安定事業と畜産振興事業を
行い、行政の補完的役割を担っている。その公社業務の適正かつ健全な発展に資するため。

３．実施年度・始期：昭和５１年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
公益法人の指導監督であるため

（２）何故、県が行うのか
当該公社は県知事許可の公益法人であり公社等指導監督要領に基づき、指導する必要がある。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 242 204 202 172
人工数 0.40 0.40 0.40 0.40
※対応する予算の事業名：畜産物価格安定調査事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
公社の指導監督 近年の超低金利状況のなか基金果実収入が減少していることから事業費及び

運営費の確保が課題となっている。公社設立の趣旨に基づき尚一層の効果的
な事業の実施を図るため、新規事業として家畜改良事業、地域肉用牛振興対
策事業等の事業導入を指導した。

公社が存続する限り継続する。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
公社がおこなう価格安定対策により
畜産の振興が図られた。

公社の行う価格安定制度の中で特に肉用牛が伸びており、第３次振計目標頭
数８万頭を達成した。

沖縄県酪農・肉用牛近代化計画の２７年度目標値で飼養頭数１０６，４００頭
を見込んでいる。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-05
事務事業名 公社等指導監督
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030304

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標農林水産業・農山漁村を支える担い手の育成・確保
施策 価格制度の充実

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A)
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 242 204 202 172
投入資源 人工数D 0.40 0.40 0.40 0.40
(単位:千円) 人件費E 2,652 2,576 2,576 2,568

合計C+E=F 2,894 2,780 2,778 2,740

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ａ
(判定内容):A.満足している。

判
定
根
拠

　畜産振興基金公社は、価格対策並びに畜産振興事業等に対し約７億６千万円（平成１６年度）の事業を実施して
おり、本県畜産振興に大きく寄与している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　価格安定対策（子牛、肉豚、鶏卵）への加入率は、８０～１００％と高く、畜産振興基金公社の実施する価格安
定対策は、生産者にとって無くてはならない制度として定着している。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　畜産振興事業等、行政の補完的役割を担っている畜産振興基金公社に対する指導監督を行っている。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　公社等の指導監督要領（昭和５１年３月３日）

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　公社等の指導監督要領（昭和５１年３月３日）

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　公社等の指導監督要領（昭和５１年３月３日）

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　公社等の指導監督要領（昭和５１年３月３日）

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　畜産振興基金公社は公益法人であり、主要な家畜及び畜産物の価格安定事業と畜産振興事業を実施し、行政の補
完的役割を担っており、指導監督の対象として妥当である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

　畜産振興基金公社の事業計画の策定等に対して、直接指導監督を行っている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

　沖縄県公社等経営評価における総合評価において、平成１６年度「Ｂ」（３８９点）から平成１７年度［Ａ］（
４２６点）にアップした。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

　畜産振興基金公社の行う価格安定制度の中で、豚と肉用牛の農業産出額は、平成１５年度の２６１億円から平成
１６年度は２８２億円と伸びている。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　公社等の指導監督要領（昭和５１年３月３日）に基づき県に指導責任がある

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　畜産振興基金公社の指導監督等の事務調整が主な業務であるため特にＯＡ化を必要としない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

11 2

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　畜産振興基金公社は、主要な家畜及び畜産物の価格安定事業と畜産振興事業を行い、行政の補完的役割を担って
いる。その畜産振興基金公社の業務の適正かつ健全な発展に資するために必要な事業である。また、類似の事業を
統合し、事務の効率化を図る。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-053001-01-06

事業名 加工原料乳数量認定事務 事業番号 06 課係名 畜産課 畜政班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
指定生乳生産者団体

（２）現状
生乳の飲用向けと加工用向けの数量は把握している。

（３）方法
加工原料乳に関わる補給金を交付し、生産者団体の計画生産や需給調整機能の強化及び用途
別取引の円滑化を推進する。

（４）目標
用途別の数量や取引価格等の確認が可能となり、価格形成の合理化と牛乳・乳製品の価格の
安定化を図る。

２．事業の必要性
酪農・乳業経営の安定を図り、需要に即した牛乳乳製品の安定供給を行うため。

３．実施年度・始期：昭和４８年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）国庫　　国庫補助率：（１０／１０）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づき、加工原料乳についての生産者補給金の交付等
を事業団体から委託を受けて、都道府県が行うこととなっている。

（２）何故、県が行うのか
同上

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 378 351 351 300
人工数 0.30 0.30 0.30 0.30
※対応する予算の事業名：生乳流通指導事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
加工原料乳についての数量認定、生
産者補給金の交付

加工原料乳生産者補給金交付業務委託要綱に基づく、数量の認定及び交付。 加工原料乳生産者補給金暫定措置法に基づき、全国の都道府県で実施されてお
り、インターネット等を利用して全国の生乳取引や移動量等の把握を行う。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
牛乳、乳製品の需要の動向と生乳生
産事情の変化に対処できる

県内の生乳生産量、県間移動量の把握が可能となった。 現在は、飲用向けと加工向けで数量を把握しているが、用途別の数量や取引価
格等確認が可能となり、価格形成の合理化と牛乳・乳製品の価格の安定化が図
れる見込み。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-06
事務事業名 加工原料乳数量認定事務
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030304

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標農林水産業・農山漁村を支える担い手の育成・確保
施策 価格制度の充実

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 加工原料乳認定数量
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A トン 966.00 838.00 2,037.00 900.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 378 351 351 300
投入資源 人工数D 0.30 0.30 0.30 0.30
(単位:千円) 人件費E 1,989 1,932 1,932 1,926

合計C+E=F 2,367 2,283 2,283 2,226

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　生乳の飲用向け、加工向け数量と県外における取引動向等の把握により、県内需給調整への情報提供を行い、県
内生乳需給の安定に寄与している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　生乳の飲用向け、加工向け数量と県外における取引動向等の把握により、県内需給調整への情報提供を行い、県
内生乳需給の安定に寄与している。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　加工原料乳数量把握のための認定事務は、全国的に実施している。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　加工原料乳生産者補給交付金暫定措置法で規定されている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　加工原料乳生産者補給交付金暫定措置法で規定されている。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　加工原料乳生産者補給交付金暫定措置法で規定されている。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　県が実施することが法で定められており、類似の事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　生乳生産者団体である沖縄県酪農農業協同組合と乳製品の供給元である乳業者の生産量及び供給量を把握するこ
とは、県内の生乳生産及び需給の適正化を図る上で効率的である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　生乳生産者団体である沖縄県酪農農業協同組合と乳製品の供給元である乳業者の生産量及び供給量を把握するこ
とは、県内の生乳生産及び需給の適正化を図る上で効率的である。生乳生産の需給バランスが崩れると生産者や乳
業者等に大きな影響を与える。

2/3頁



第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

　県内の生乳生産量、県間移動量を把握することにより、円滑な需給調整に活用できている。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

　県内の生乳生産量、県間移動量を把握することにより、円滑な需給調整に活用できている。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　国（農畜産業振興機構）からの委託費で賄われており、妥当である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

　集計作業については、全国統一のＯＡ化により既に実施されている。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

8 4 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　県内及び県外の取引動向、仕向動向の把握により、県内での需給調整及び価格の安定に寄与している。また、類
似の事業を統合し、事務の効率化を図る。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-053001-01-07

事業名 鶏卵価格安定対策 事業番号 07 課係名 畜産課 畜政班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
財団法人　沖縄県畜産振興基金公社

（２）現状
卵価低落時に補てん金を交付し、再生産を保つことにより、農家経営の安定と安定供給を図
っている。

（３）方法
沖縄県畜産振興基金公社の行っている鶏卵価格安定基金に助成している。

（４）目標
農家経営の安定と鶏卵の安定供給。

２．事業の必要性
鶏卵の季節的、周期的な変動による農家経営への影響を押さえるための基金の造成を一部補
助することにより、タンパク源の安定供給、農家経営の安定化が図るため。

３．実施年度・始期：昭和４７年，終期：平成１７年度
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）助成　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
鶏卵は、食卓の重要なタンパク源であることから、生産者が経営を安定させ、安定的な供給が
可能となるよう、計画生産とともに、卵価を補てんするという形でも行政が支援する必要があ
る。

（２）何故、県が行うのか
沖縄県は鶏卵の生産費の大部分を占める飼料代が高く、また卵価は本土相場の影響を大きく受
けることから、独自の卵価基金を作り、補助する必要があるから。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 20,388 18,350 12,845 0
人工数 0.20 0.20 0.20 0.20
※対応する予算の事業名：鶏卵価格安定事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
鶏卵価格安定基金造成費の補助 平成１７年度には基金契約数量１６，７７６ｔになり、県全体生産量の約８

割が基金に加入していることになった。また、１７年度は卵価が安定して推
移した。

県内生産量の８０％以上の契約率で、農家経営の安定を図る。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
卵価安定により県民のタンパク源の
安定供給、農家経営の安定

平成１７年次における県内鶏卵生産量は２４，９６０ｔとなり、県内で約９
割以上の自給率を確保し、新鮮なタンパク源の供給が可能となっている。

県内の需給状況は、現在バランスがとれており、この程度の生産量を維持し、
卵価の安定を図る。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-07
事務事業名 鶏卵価格安定対策
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030304

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標農林水産業・農山漁村を支える担い手の育成・確保
施策 価格制度の充実

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A)
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 20,388 18,350 12,845 0
投入資源 人工数D 0.20 0.20 0.20 0.20
(単位:千円) 人件費E 1,326 1,288 1,288 1,284

合計C+E=F 21,714 19,638 14,133 1,284

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ａ
(判定内容):A.満足している。

判
定
根
拠

　鶏卵は、安定した生産が行われており、価格低落時に補てん金を交付することにより、養鶏農家の経営安定と県
民に新鮮な卵が供給されている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

　新鮮で安全・安心なものを求める消費者ニーズが高まっている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｃ
(判定内容):C.他県水準より高い。

判
定
根
拠

　本県は離島県であるため、飼料等の生産資材が割高であることや台風対策、生産規模が小さいなど、生産コスト
が全国に比較して高い。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　鶏卵は重要な食品であり、安定供給が図られるよう鶏卵の再生産を確保するため、価格低落時に備えての基金造
成に行政も支援する必要がある。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　養鶏農家は、広域的であるため、県が実施することが妥当である。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

　養鶏農家は、広域的であるため、県が実施することが妥当である。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　県独自の事業であり、類似する事務事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　沖縄県畜産振興基金公社の鶏卵価格安定基金の造成に補助することにより、県内の養鶏農家の経営安定が図られ
、卵が安定して供給されている。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　沖縄県畜産振興基金公社の鶏卵価格安定基金の造成に補助することにより、県内の養鶏農家の経営安定が図られ
、卵が安定して供給されている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

　県からの補助金により、養鶏農家の経営安定と卵の安定した供給が行われている。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

　近年、鶏卵価格が大きく低落するなど不安定な中でも安定した供給が図られている。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　沖縄県鶏卵価格安定補助金交付要綱によって負担割合が決まっており、妥当である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.ＯＡ化が可能であるが、ＯＡ化にかかる費用に対して効果が小さい。

判
定
根
拠

　基金加入農家がＯＡ化するほどの戸数がない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｃ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｂ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

6 5 2

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　鶏卵価格安定基金の資金造成に補助することにより、養鶏農家の経営安定と鶏卵の安定供給に寄与している。ま
た、類似の事業を統合し、事務の効率化を図る。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-053001-01-08

事業名 肉用子牛価格安定対策 事業番号 08 課係名 畜産課 畜政班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
肉用牛生産農家

（２）現状
平成１６年１２月末現在　肉用牛農家戸数３，１６５戸　肉用牛飼養頭数７８，２１９頭　

（３）方法
肉用子牛生産者補給金生保（全国制度）に基づき、子牛の平均売買価格が合理化目標を下回
った場合に交付される補給金に助成する。

（４）目標
肉用牛の振興

２．事業の必要性
肉用子牛価格の異常な低落が生産者の経営に及ぼす影響に対処するため、価格に低落時に交
付する生産者補給金に充てるための資金を積み立てて、肉用牛生産の安定化を図る。

３．実施年度・始期：昭和４７年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）助成　（２）国庫　　国庫補助率：（１／４）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
肉用子牛生産者補給金制度は、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき実施されている全国制
度である。

（２）何故、県が行うのか
肉用子牛生産安定等特別措置法第十八条により、県が所定の事務を行うことになっている。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 0 0 0 0
人工数 0.20 0.10 0.10 0.10
※対応する予算の事業名：肉用子牛価格安定事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
価格安定対策 価格安定対策により、県内の子牛生産頭数は３４千頭を超え安定した生産を

維持している。
今後も畜産業の牽引力である肉用牛の振興のため継続的に実施する必要がある
。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
肉用牛飼養頭数の増加 県内における肉用牛の飼養頭数が順調に増加し、第３次振計目標頭数の約８

万頭になっている。
沖縄県酪農・肉用牛近代化計画の２７年度目標値で飼養頭数１０６，４００頭
を見込んでいる。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-08
事務事業名 肉用子牛価格安定対策
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030304

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標農林水産業・農山漁村を支える担い手の育成・確保
施策 価格制度の充実

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 肉用牛飼養頭数
成果指標名又は成果の内容(A')肉用牛繁殖雌頭数
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 頭 79,355.00 78,231.00 78,219.00 97,000.00
成果指標A' 頭 46,255.00 45,387.00 46,269.00 49,000.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 0 0 0 0
投入資源 人工数D 0.20 0.10 0.10 0.10
(単位:千円) 人件費E 1,326 644 644 642

合計C+E=F 1,326 644 644 642

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　ＢＳＥ発生により、価格が低落した際に本事業より、積み立てた基金から補てん金が交付された。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　本事業の実施により、肉用牛の安定した生産が行われており、特に雇用機会の少ない離島では、重要な産業とな
っている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　全国的に本事業を実施している。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　肉用子牛生産安定等特別措置法により規定されている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　肉用子牛生産安定等特別措置法により規定されている。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　肉用子牛生産安定等特別措置法により規定されている。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　肉用子牛生産安定等特別措置法により規定されており、類似の事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　肉用牛農家の経営安定、地域の農業振興を図る上で、必要な制度である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

　肉用子牛価格の低落時に補てん金を交付することにより、再生産を確保する上で必要な制度である。

2/3頁



第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

　平成１４年度後半から肉用牛の取引価格は、安定して推移している。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

　平成１４年度後半から肉用牛の取引価格は、安定して推移している。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　全国的に国、県、生産者の負担割合が決まっており、妥当である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

　本事業の事業実施主体である沖縄県畜産振興基金公社において、既にＯＡ化が図られている。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

7 3 2 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 1
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):1.投入資源は減らすが、成果は向上させる。

判
定
根
拠

　肉用子牛の安定対策は、生産農家の安定や離島等における地域農業の振興に重要な役割を果たしており、今後と
も継続していく必要がある。
　また、類似の事業を統合し、事務の効率化を図る。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-053001-01-09

事業名 家畜市場指導監督 事業番号 09 課係名 畜産課 畜政班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
県内の１０家畜市場

（２）現状
家畜流通の軸となる家畜市場の登録及び実態調査等を実施し、円滑な家畜の流通を促し、適
正な価格形成を確保する。

（３）方法
免許審査・実態調査等

（４）目標
各地域の実情に即した再編整備を図り、適正かつ効率的な価格形成の場としての機能の向上
に努める。

２．事業の必要性
家畜取引法では、市場の登録は都道府県知事の登録を受けなければならないとなっており、
実際に県が登録を行わなかった場合家畜市場の開設ができないことになる。

３．実施年度・始期：昭和４７年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）助成　（２）国庫　　国庫補助率：（１０／１０）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
家畜取引法上、公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するため。

（２）何故、県が行うのか
家畜取引法第３条により県が登録を行うこととなっている。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 1,640 1,640 1,640 1,640
人工数 0.30 0.10 0.10 0.10
※対応する予算の事業名：肉用子牛生産者補給金制度事務受託事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
家畜市場の登録 本島３カ所、伊江島、久米島、宮古２カ所、八重山３カ所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計１０カ所
各地域の実情に即した再編整備を図り、適正かつ効率的な価格形成の場として
機能の向上に努める。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
肉用牛繁殖農家の経営安定
上場家畜の安定的確保　　　　　　
　　　　　

家畜市場の設置により適正な価格形成がなされてきた結果、県内の肉用牛繁
殖農家が順調に伸びており、子牛の生産頭数及び取引頭数が増加している。
その結果、肉用牛飼養頭数は第三次振計の度目標値約８万頭となっている。
平成１５年１２月末で７９，３５５頭である。

沖縄県酪農・肉用牛近代化計画の平成２９年度目標値で飼養頭数１０６，４０
０頭を見込んでいる。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-09
事務事業名 家畜市場指導監督
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 999999

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 肉用子牛取引頭数
成果指標名又は成果の内容(A')肉用子牛売上金額
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 頭 25,319.00 25,220.00 25,992.00 27,300.00
成果指標A' 億円 90.00 101.40 112.70 95.60
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 1,640 1,640 1,640 1,640
投入資源 人工数D 0.30 0.10 0.10 0.10
(単位:千円) 人件費E 1,989 644 644 642

合計C+E=F 3,629 2,284 2,284 2,282

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　肉用子牛価格は、ＢＳＥ発生後暴落したが、しだいに回復し、平成１４年度後半から安定して推移している。ま
た、家畜市場では、円滑な取引が実施されている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　本事業の実施により、肉用牛の適正な価格形成と円滑な取引が行われている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　全国的に実施されている。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　家畜取引法第３条により、県が家畜市場の登録を行うことになっている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　家畜取引法第３条により、県が家畜市場の登録を行うことになっている。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　家畜取引法第３条により、県が家畜市場の登録を行うことになっている。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　家畜取引法第３条により、県が家畜市場の登録を行うことになっており、類似の事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　家畜市場は広域的であり、県が行うことが妥当である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　家畜市場は、家畜の価格形成機能を有しており、適切な運営が必要である。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

　近年、家畜市場の再編統合等大きな動きはない。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

　近年、家畜市場の再編統合等大きな動きはない。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　県の負担額はない。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

　家畜市場においては、取引に係るＯＡ化が実施されている。県としては、家畜市場の登録、指導、監督業務であ
り、なじまない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

6 4 2 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　家畜市場は、家畜の適正な価格での取引を行うものであり、適切な指導監督を今後とも実施する必要がある。
　また、類似の事業を統合し、事務の効率化を図る。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-053001-01-10

事業名 家畜商交付事務 事業番号 10 課係名 畜産課 畜政班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
家畜の売買若しくは交換又はその斡旋をしようとする者

（２）現状
毎年１月に家畜商講習会を実施し、毎年約２０名程度が受講している。また、免許申請は随
時受け付けている。

（３）方法
家畜商法及び関係法規に基づく事務。

（４）目標
家畜市場の活性化及び取引の安全を確保することにより、畜産振興を図る。

２．事業の必要性
家畜商は、家畜流通において基幹的役割を果たす職業であり免許制度の確実な実施は、取引
の安全を確保する上で必要である。また、法令により県知事が行うことになっている。

３．実施年度・始期：昭和４７年，終期：
４．自治上の区分：　　法定受託事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
家畜商法第３条１項により、都道府県知事が行うことになっている。

（２）何故、県が行うのか
同上

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 0 0 0 0
人工数 0.20 0.20 0.20 0.20
※対応する予算の事業名：

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
家畜商免許制度適正な実施 県内の家畜商登録者数　４４５人 目標を設定する性質のものではない。平成１９年度から他の事業と統合

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
家畜取引の安全の確保、流通の活性
化が図られる。

家畜商制度の適正な実施により、子牛の生産頭数及び取引頭数が増加してい
る。

沖縄県酪農・肉用牛近代化計画の２７年度目標値で飼養頭数１０６，４００頭
を見込んでいる。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-10
事務事業名 家畜商交付事務
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 999999

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A)
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 0 0 0 0
投入資源 人工数D 0.20 0.20 0.20 0.20
(単位:千円) 人件費E 1,326 1,288 1,288 1,284

合計C+E=F 1,326 1,288 1,288 1,284

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　家畜商免許を交付することで、家畜取引の安全性が図られる。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　家畜商を希望する県民は、ほぼ安定している。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　全国的に都道府県段階で家畜商講習会を実施している。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　家畜商法により、規定されている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　家畜商法第３条１項により、県知事が行うことになっている。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　家畜商法第３条１項により、県知事が行うことになっている。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　県が行う事業であり、類似する事務事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　家畜取引の安全性を確保することにより、畜産振興が図られる。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　家畜取引の安全性が確保されないと生産者や市場開設者に大きな影響を与えることになる。

2/3頁



第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

　家畜商の免許交付者に大きな変化はない。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

　家畜商の免許交付者に大きな変化はない。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　県が実施すべきものであり妥当である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.ＯＡ化が可能であるが、ＯＡ化にかかる費用に対して効果が小さい。

判
定
根
拠

　家畜商免許の申請件数も限られており、費用に対して効果が小さい。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｂ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

6 5 2

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　家畜取引の安全性を確保するため、今後とも継続して実施する必要がある。
　また、類似の事業を統合し、事務の効率化を図る。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-053001-01-11

事業名 牛乳輸送リース事業 事業番号 11 課係名 畜産課 畜政班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
指定生乳生産者団体等

（２）現状
沖縄県酪農農業協同組合の集乳用ミルクタンクローリーの計画的な更新を実施している。

（３）方法
計画的な更新のための事務手続き及び調査等

（４）目標
生乳流通の円滑化

２．事業の必要性
生乳生産の地域特化、飲用牛乳の需要の伸び悩み頭生乳及び牛乳をめぐる情勢が変化する中
で、天候等の影響を受けやすい飲用牛乳需要へ的確な対応を図るための生乳及び牛乳の流通
、輸送体制の整備・充実を図る。

３．実施年度・始期：平成６年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
生乳及び牛乳は需要への的確な対応を図るため、指定生乳生産者団体等により一元集荷多元販
売により広域流通がなされており、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に基づき適正な輸
送体制の整備を行うため指定生乳生産者団体の生乳流通に関する事項は都道府県が指導を行う
。
（２）何故、県が行うのか
同上

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 0 0 0 0
人工数 0.10 0.10 0.10 0.10
※対応する予算の事業名：

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
牛乳輸送施設のリース 指定生乳生産者団体のミルクタンクローリーを１台導入した。 新たにミルクタンクローリーを導入し、離島間を含めた輸送体制の充実を図る

。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
牛乳輸送体制の充実 従来のものより、輸送効率が５０％アップした。 集送乳経費の１割程度の経費削減及び離島間を含めた輸送体制の整備が図られ

る見込み。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-11
事務事業名 牛乳輸送リース事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030102

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化
施策 安定品目の生産供給体制の強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 牛乳輸送施設整備
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 台 0.00 0.00 0.00 1.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 0 0 0 0
投入資源 人工数D 0.10 0.10 0.10 0.10
(単位:千円) 人件費E 663 644 644 642

合計C+E=F 663 644 644 642

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　事業の導入により輸送効率が上昇し、生乳輸送の円滑化が図られている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　一定程度の整備が行われ、生乳の安定した流通に寄与している。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　全国的な事業である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　牛乳輸送リース事業は、全国団体が貸付を行う際、県を経由することになっている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　牛乳輸送リース事業は、全国団体が貸付を行う際、県を経由することになっている。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

　牛乳輸送リース事業は、全国団体が貸付を行う際、県を経由することになっている。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　広域的な業務で、県が窓口になっており、類似の事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　広域的な業務で、県が窓口になっている。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｃ
(判定内容):C.ある程度の影響を与える。

判
定
根
拠

　生乳の円滑な流通に必要な施設、機械をリースするものである。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

　牛乳輸送機器等については、一定程度整備が進んでいる。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

　牛乳輸送機器等については、一定程度整備が進んでいる。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　広域的な業務で県が全国団体への窓口となっており、妥当である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.ＯＡ化が可能であるが、ＯＡ化にかかる費用に対して効果が小さい。

判
定
根
拠

　申請件数も多くないことからＯＡ化の効果が小さい。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｃ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｂ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

3 7 3

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　生乳生産者団体である沖縄県酪農農業協同組合等を対象とした広域的な業務であり、今後とも県が窓口となって
実施する必要がある。
　また、類似の事業を統合し、事務の効率化を図る。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-053001-01-12

事業名 学校給食牛乳供給事業 事業番号 12 課係名 畜産課 畜政班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
乳業者

（２）現状
学校給食の牛乳供給を通じて、消費の定着及び需要の拡大を促進し、もって酪農・乳業の安
定的な発展を図る。

（３）方法
学校給食用牛乳を年間継続的かつ安定的に供給する乳業者に、保護者負担の軽減を図るため
の単価助成や離島の生乳価格差に助成する。

（４）目標
余剰乳や価格差問題を解消するための生産基盤が整うまで。

２．事業の必要性
学校給食に新鮮な県産牛乳を抵廉な価格で安定的に供給し、児童・生徒の集団飲用を促進す
ることにより県産牛乳の消費拡大を図り、酪農の健全な発展に資するため。

３．実施年度・始期：平成２年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）助成　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　学校給食用牛乳の供給は、酪農・乳業の発展と児童・生徒の体位、体力の向上において重要
であり、常に平等性が求められている。そのため、学校給食用牛乳供給対策要綱等に基づき、
都道府県知事と県教育委員会が協議の上、実施することとなっている。

（２）何故、県が行うのか
同上

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 72,516 39,448 24,090 6,830
人工数 0.50 0.30 0.30 0.30
※対応する予算の事業名：学校給食用牛乳供給事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
学校給食用牛乳の生乳混合率の引き
上げ及び供給の円滑化

平成１３年度までに生乳混合率１００％まで達成し、需要の拡大を図ると共
に、牛乳普及のための教材を配布し、啓発に努めた。

生乳混合率１００％実施に伴う時期的な余剰乳問題や本島離島間の額乳供給価
格差問題を解消するための計画的生産、流通の合理化等の生産供給基盤が整う
まで。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
消費の定着、需要の拡大、安定供給 生乳混合率１００％まで向上し、需要の拡大が図れた。離島格差是正により

安定供給体制が向上した。
冬季需要の供給量拡大による需要の拡大、余乳問題の軽減、消費の定着及び供
給の合理化による地域間格差の是正が図られる見込み。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-12
事務事業名 学校給食牛乳供給事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030102

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化
施策 安定品目の生産供給体制の強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 学校給食用牛乳供給量
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A トン 7,701.00 7,408.00 7,106.00 7,000.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 72,516 39,448 24,090 6,830
投入資源 人工数D 0.50 0.30 0.30 0.30
(単位:千円) 人件費E 3,315 1,932 1,932 1,926

合計C+E=F 75,831 41,380 26,022 8,756

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ａ
(判定内容):A.満足している。

判
定
根
拠

　平成１３年度から生乳１００％での供給が行われている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

　新鮮、安全、安心なものを求める消費者ニーズの高まりに応じた、県産生乳１００％での供給が行われている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　全国と同様である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　学校給食用牛乳供給対策要綱で規定されている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　学校給食用牛乳供給対策要綱で規定されている。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　学校給食用牛乳供給対策要綱で規定されている。

5.事務事業の選択
判定 Ｃ

(判定内容):C.対象や目標等に類似する事務事業がある。

判
定
根
拠

　学校給食用牛乳供給事業（農畜産業振興機構）がある。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　学校給食用牛乳の供給元である県学校給食会を指導監督及び補助することにより、安全な学校給食用牛乳の安定
供給が図られている。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

　生乳生産量の増加と生乳１００％の牛乳を児童生徒に供給することにより、体位の向上と消費の拡大が期待され
る。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

　県の費用負担は減少しているが、供給量は低下していない。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

　県の費用負担は減少しているが、供給量は低下していない。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　県の負担割合を段階的に削減しており、妥当である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.ＯＡ化が可能であるが、ＯＡ化にかかる費用に対して効果が小さい。

判
定
根
拠

　学校給食会からの申請、報告に基づく事務であり、ＯＡ化を行うほどの業務量ではない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ｃ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｂ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

10 2 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｄ 具体的方向性 1
(評価区分): D.廃止
(具体的方向性):1.他の事務事業により代替する（当該事務事業は廃止するが、新規事業を検討する）。

判
定
根
拠

　学校給食用牛乳の供給に関しては、生乳生産量の増加や児童生徒の体位向上と消費拡大などを担っており、酪農
の維持発展に不可欠である。このため、従来の県単事業は、平成１８年度をもって廃止し、新たな仕組みを検討す
る。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-053001-01-13

事業名 と畜場等指導監督 事業番号 13 課係名 畜産課 畜政班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
県内にはと畜場が６カ所あり、本島２カ所、離島４カ所を対象としている。

（２）現状
平成１３年９月に国内初のＢＳＥが発生し、特定危険部位等の取り扱いについて新たな基準
が設けられたことから、消費者に安全安心な食肉を提供するため、これらの徹底した指導監
督が必要。

（３）方法
ＢＳＥに対応する新たな食肉処理方式のための施設整備と円滑な食肉流通体制の推進

（４）目標
ＢＳＥに対応する新たな食肉処理方式の推進と円滑な食肉流通体制の確保

２．事業の必要性
消費者に安全安心な食肉を提供するため、県内６カ所のと畜場における、食肉流通体制の構
築、整備、ＢＳＥ等新たな基準に対する、指導監督を行うことが必要である。

３．実施年度・始期：昭和４７年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）国庫　　国庫補助率：（１／２）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
と畜場は、食肉流通の拠点であり、集荷範囲内に施設が整備されていなければ農家の経営が立
ちいかなくなってしまう等、公共性の高い施設であるため。

（２）何故、県が行うのか
安全で安心な食肉提供のため、と畜場の整備及び指導監督は県の畜産振興対策の一貫として行
う必要がある。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 29,979 650 646 476
人工数 0.40 0.40 0.40 0.40
※対応する予算の事業名：肉畜鶏卵生産出荷調整指導事業、食肉処理施設等整備事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
施設整備、衛生管理基準 ＨＡＣＣＰ方式に適合するために改善が必要な６カ所の食肉処理施設の改善

を実施した。
安全な食肉の供給体制を強化するため、ＢＳＥ対策を含めた新たな衛生基準に
適合するよう構造設備その他を改善する。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
食肉の安全かつ安定した県民への供
給

事業実施個所において、と畜場法施行令及び同施行規則に基づく新たな衛生
基準に適合するよう改善がされた。しかし、ＢＳＥ問題により、新たな改善
が必要になっている。

特定危険部位等の取り扱いについて新たな基準に対応する施設整備の実施



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-13
事務事業名 と畜場等指導監督
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030201

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標流通・販売・加工対策の強化
施策 流通・販売・加工対策の強化と観光産業との連携強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A)
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 29,979 650 646 476
投入資源 人工数D 0.40 0.40 0.40 0.40
(単位:千円) 人件費E 2,652 2,576 2,576 2,568

合計C+E=F 32,631 3,226 3,222 3,044

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　改善が必要な６カ所の食肉処理施設の改善を行い、豚と肉用牛については、県内と畜需要に十分対応できると畜
処理が可能となっている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

　平成１３年に我が国でＢＳＥが確認されたのをきっかけに、食肉安全安心をもとめる消費者の関心は高まってい
ることから、ＢＳＥ対応の新たな基準に適合する施設整備が必要となっている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ａ
(判定内容):A.他県水準より低い。

判
定
根
拠

　国のガイドラインに示す基準のと畜場の整備は完了しているが、離島などのと畜処理規模の小さな施設について
は、県独自の対応が必要である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　と畜場は、食肉流通の拠点であり、集荷範囲内に施設が整備されていなければ、農家の経営が断ちいかなくなっ
てしまうなど、公共性の高い施設であるため、県の指導監督が必要である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　安全で安心な食肉提供のため、と畜場の整備及び指導監督は、県の畜産振興対策の一環として行う必要がある。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

　安全で安心な食肉提供のため、と畜場の整備及び指導監督は、県の畜産振興対策の一環として行う必要がある。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　畜産振興対策に係る事業であるため、畜産行政と一体化して実施した方が効率的である。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　と畜場は、食肉流通の拠点であり、集荷範囲内に施設が整備されていなければ、農家の経営が断ちいかなくなっ
てしまうなど、公共性の高い施設であるため、県の指導監督が必要である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

　と畜場の整備及び指導監督により、安全な食肉を安定的に提供できる体制が確保できた。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

　事業実施箇所において、と畜場法施行令及び同施行規則に基づく新たな衛生基準に適合するよう改善された。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

　はＨＡＣＣＰについては平成１５年度までに改善が必要な６カ所の食肉処理施設が整備された。今後はＢＳＥに
対応する新たな食肉処理方式の推進が必要である

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　国のガイドラインに示す基準のと畜場の整備は国二分の一であるが、離島などのと畜処理規模の小さな施設につ
いては、県独自の対応が必要である

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　と畜場の整備及び指導監督業務であるため。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ａ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

9 4

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　平成１５年度までに、改善が必要な６カ所の食肉処理施設が整備された。今後はＢＳＥに対応する新たな食肉処
理方式の推進が必要である。なお、類似の事業を統合し、事務の効率化を図る。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-15
事務事業名 牛肉のトレーサビリティ確立促進事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030304

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標農林水産業・農山漁村を支える担い手の育成・確保
施策 価格制度の充実

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 肉用牛生産頭数
成果指標名又は成果の内容(A')乳用牛生産頭数
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 頭 35,310.00 34,402.00 34,402.00 40,000.00
成果指標A' 頭 4,109.00 3,763.00 3,797.00 6,000.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 5,743 1,438 0 0
投入資源 人工数D 0.50 0.10 0.10 0.10
(単位:千円) 人件費E 3,315 644 644 642

合計C+E=F 9,058 2,082 644 642

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　消費者の食品に対する安全、安心に関心が高まっている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

　消費者の食品に対する安全、安心に関心が高まっている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　全国的に取り組んでいる事業である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に基づき国が主体となるが、県も連携して事業の
定着を図る必要がある。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

　生産農家から流通業者まで広域的な指導を行う必要があるため。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　法に基づき実施するものであるため、類似の事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　牛肉の生産履歴情報の提供を行うものであり、耳標番号によって管理する方式が効率的である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　消費者が肉用牛の生産履歴情報を知ることができることから、購入にあたっての判断基準となる。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

　データの入力件数が増加している。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

　データの入力件数が増加している。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　事業スタート時は、補助金を交付したが農業団体の自助努力によって行われている。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

　農業団体においてＯＡ化が行われている。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

7 5 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　食の安全、安心を求める消費者ニーズに対応するため、牛肉の生産履歴情報を提供して、県産牛肉の消費拡大を
図る必要がある。
　また、類似の事業を統合し、事務の効率化を図る。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-053001-01-16

事業名 食肉等流通体制整備事業 事業番号 16 課係名 畜産課 畜政班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
（株）沖縄県鶏卵食鳥流通センター

（２）現状
（株）沖縄県鶏卵食鳥流通センターは開放型施設のためＨＡＣＣＰ方式に対応することがで
きていない。消費者の食の安全に対する関心は年々高まってきており、空調設備等衛生管理
に十分対応できる施設改善が必要。　

（３）方法
クールシステムを導入することによって、空調設備等衛生管理を十分に図る。

（４）目標
ＨＡＣＣＰ方式に対応できる施設に改善し、消費者に安全な卵を供給する。

２．事業の必要性
近年、消費者の食の安全・安心に対する関心は高まってきている。特に卵はサルモネラ菌等
といった食中毒の代表例の立場に近い。消費者に安全な卵を供給するために、また安心して
もらうためにもクールシステム化を図る必要がある。それによって温度管理・衛生管理がで
き卵の品質向上も図られる。

３．実施年度・始期：平成１６年，終期：平成１６年度
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）国庫　　国庫補助率：（１／３）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
沖縄県鶏卵食鳥流通センターは鶏卵処理量が県内の７４％を占めている。施設が整備されてい
なければ農家の経営が不安定になってしまう等、公共性の高い施設であるため。

（２）何故、県が行うのか
安全で安心な卵を供給するため、沖縄県鶏卵食鳥流通センターの施設改善は本県の養鶏業振興
の一貫として行う必要がある。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 0 27,501 0 0
人工数 0.00 0.10 0.10 0.10
※対応する予算の事業名：食肉等流通体制整備事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
施設整備、空調設備等衛生管理 平成１６年度にクールシステム施設整備を実施した。 消費者に安全・安心かつ高品質の卵が供給できるよう生産農場から販売までの

一貫した衛生管理システムを構築するまで。平成１９年度から他の事業と統合
する。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
温度面、衛生面からの管理ができ、
消費者に安全で安心な卵を供給でき
、また卵の品質向上が図られる。

鶏卵の温度、衛生面からの管理向上により、消費者に安全で安心な卵の供給
が可能となった。

ＨＡＣＣＰ方式による鶏卵の安定供給。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　畜政班
評価責任者 砂川正幸 担当者畜政班
課番号 053001 係番号01 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-01-16
事務事業名 食肉等流通体制整備事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030202

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標流通・販売・加工対策の強化
施策 食品の安全性の確保

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A)
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 0 27,501 0 0
投入資源 人工数D 0.00 0.10 0.10 0.10
(単位:千円) 人件費E 0 644 644 642

合計C+E=F 0 28,145 644 642

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ａ
(判定内容):A.満足している。

判
定
根
拠

　消費者の食品への安全、安心の高まりに対応するため、平成１６年度鶏卵のクールシステムを整備した。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

消費者の食品への安全、安心の高まりに対応するため、平成１６年度鶏卵のクールシステムを整備した。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　量販店等からの要望により、全国的に導入が図られつつある。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　鶏卵の流通段階での安全性や品質等を確保するため、広域的な対応が求められる。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　鶏卵の流通段階での安全性や品質等を確保するため、広域的な対応が求められる。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

　鶏卵の流通段階での安全性や品質等を確保するため、広域的な対応が求められる。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　広域的な対応を求められる県をとおして実施する事業であり、類似の事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　消費者の食品への安全、安心に対するニーズは、高まっており、安全性の高い鶏卵の流通システムを整備する必
要がある。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

　クールシステムの導入により、安全性や品質の高い鶏卵の流通が図られる。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、成果とも上昇傾向

判
定
根
拠

費用負担は要するが、クールシステムの導入により、安全性や品質の高い鶏卵の流通が図られる。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、結果とも上昇傾向

判
定
根
拠

　費用負担は要するが、クールシステムの導入により、安全性や品質の高い鶏卵の流通が図られる

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　クールシステムの整備事業費に対する県の補助金はなく、妥当である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　県は、農業団体等への指導を行うため、ＯＡ化になじまない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｂ
(2)対結果 Ｂ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

7 6

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　クールシステム導入による鶏卵の流通体制を整備することにより、安全で安心な卵を県民に供給することが可能
となる。
　また、類似の事業を統合し、事務の効率化を図る。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　生産衛生班
評価責任者 砂川正幸 担当者生産衛生班
課番号 053001 係番号02 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-02-02
事務事業名 沖縄肉用種雄牛供給事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030101

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化
施策 戦略品目の生産拡大によるおきなわブランドの確立

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 肉用種雄牛の導入頭数
成果指標名又は成果の内容(A')肉用牛の飼養頭数
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 頭 5.00 3.00 3.00 5.00
成果指標A' 頭 80,725.00 79,355.00 78,267.00 96,800.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 8,323 8,488 8,182 0
投入資源 人工数D 0.20 0.20 0.20 0.10
(単位:千円) 人件費E 1,326 1,288 1,288 642

合計C+E=F 9,649 9,776 9,470 642

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

事前に借受希望調査をしており、その中において概ね希望通りに貸付を行っている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

事前に借受希望調査において、ほぼ横ばいの結果となっている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

全国的に人工授精が困難な地域において、実施されている。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

家畜改良増殖法で定められている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

家畜改良増殖法で定められている。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

国庫３／４の事業であり、県が事業主体となっている。また、導入時の選定にはかなりの情報や高度の技術を要す
る。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

沖縄県独特の事業で内容的には他の事業と異なる。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

当事業は、離島・へき地を対象にしている事業で、離島経済活性化の重要な産業である肉用牛の改良増殖を図る効
果的な事業である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

肉用牛生産の向上に貢献している。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

肉用牛飼養頭数は横ばいであるが、販売額は増加傾向にある。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

導入頭数は横ばいであるが、県全体の生産子牛販売額は増加している。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

種雄牛の購入価格は高値であるため。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

肉用種雄牛の導入には高度の技術を要する。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

9 4

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

県内の肉用牛は、人工授精が困難な離島へき地においても飼養されており、地域の経済発展に大きく貢献している
。また、効率化を図るため、他の事務事業と統合する。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｃ
(判定内容):C.他県水準より高い。

判
定
根
拠

他県に同様な事業はない。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

生産振興総合対策事業実施要領（沖縄県特別事業）

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

生産振興総合対策事業実施要領（沖縄県特別事業）

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

生産振興総合対策事業実施要領（沖縄県特別事業）

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

生産振興総合対策事業実施要領（沖縄県特別事業）

6.対象の妥当性
判定 Ｂ

(判定内容):B.対象が限定的で、目標達成に向けた効果が薄くなっている。

判
定
根
拠

農家戸数の減少に伴より、希望農家が少なくなっている。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

純粋種豚の増殖が図れる。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

平成１５年より規模縮小

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｄ
(判定内容):D.費用、結果とも低下傾向。

判
定
根
拠

平成１５年より規模縮小

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

実施要領で県の負担割合は決まっている。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

種豚の選定、購入、貸付には高度の技術が必要

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｃ

2.サービス水準の他県比較 Ｃ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ｂ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ｄ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

7 3 2 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

平成１５年度より規模縮小しているが、養豚振興と農家経営の安定を図る必要があることから、飼養頭数の増加を
目指す。また、効率化を図るため、他の事務事業と統合する。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

全国的である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

家畜改良増殖法

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

家畜改良増殖法

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

高度の知識を要することと、へき地にあることから困難である。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

他にない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

頭数の安定化が図られる。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

酪農家の所得向上が図られる。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

１戸あたりの飼養頭数の安定化

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

搾乳量の増加

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

相応の負担

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

高度の知識、技術が必要

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

11 2

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

酪農家からの希望は大きい。なお、効率化を図るため、他の事務事業と統合する。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　生産衛生班
評価責任者 砂川正幸 担当者生産衛生班
課番号 053001 係番号02 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-02-18
事務事業名 沖縄県肉用牛生振興特別対策事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030102

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化
施策 安定品目の生産供給体制の強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 低能力牛の淘汰頭数
成果指標名又は成果の内容(A')肉用牛の飼養頭数
活動指標名又は活動の内容(B) 指定交配頭数
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 頭 243.00 245.00 166.00 200.00
成果指標A' 頭 80,725.00 79,355.00 78,267.00 96,800.00
活動指標B 頭 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 0 0 0 0
投入資源 人工数D 0.10 0.10 0.10 0.10
(単位:千円) 人件費E 663 644 644 642

合計C+E=F 663 644 644 642

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

農家の希望がある。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

農家の希望がある。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

全国的事業である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｄ
(判定内容):D.民間が実施すべき事業である。

判
定
根
拠

畜産業振興事業で事業主体は農協である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

県は農協の指導義務が生ずる。

4.民間委託の可能性
判定 Ｅ

(判定内容):E.民間委託済み（一部委託含む）。

判
定
根
拠

畜産業振興事業で事業主体は農協である。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

他にないため

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

農家の希望は多いことから効果的と考える。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

老廃牛の淘汰促進により、新たな繁殖牛の更新が促進され、肉用牛の改良増殖につながる。

2/3頁



第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

肉用牛の改良増殖が図られる。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

県全体の子牛販売価格の増加

9.県の負担割合
判定 -

(判定内容):-

判
定
根
拠

10.ＯＡ化の可能性
判定 -

(判定内容):-

判
定
根
拠

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｄ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｅ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 -
10.ＯＡ化の可能性 -

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

4 5 1 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

今後とも低能力牛の淘汰を促進し、肉用牛の改良を推進していく。なお、効率化を図るため、他の事務事業と統合
する。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　生産衛生班
評価責任者 砂川正幸 担当者生産衛生班　　　　　
課番号 053001 係番号02 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-02-19
事務事業名 養豚振興体制整備総合対策事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030102

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化
施策 安定品目の生産供給体制の強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 種豚の導入補助頭数
成果指標名又は成果の内容(A')豚の飼養頭数
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 頭 138.00 106.00 105.00 105.00
成果指標A' 頭 269,498.00 258,374.00 244,893.00 303,000.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 0 0 0 0
投入資源 人工数D 0.10 0.10 0.10 0.10
(単位:千円) 人件費E 663 644 644 642

合計C+E=F 663 644 644 642

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

養豚農家への聞き取り

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

養豚農家への聞き取り
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

全国的な事業である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｄ
(判定内容):D.民間が実施すべき事業である。

判
定
根
拠

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

県は事業主体の指導義務がある。

4.民間委託の可能性
判定 Ｅ

(判定内容):E.民間委託済み（一部委託含む）。

判
定
根
拠

沖縄県家畜改良協会

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

事業実施報告より

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

9.県の負担割合
判定 -

(判定内容):-

判
定
根
拠

県の負担はなし

10.ＯＡ化の可能性
判定 -

(判定内容):-

判
定
根
拠

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｄ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｅ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 -
10.ＯＡ化の可能性 -

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

2 5 2 1 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

当該事業は、農畜産振興機構の畜産業振興事業で、家畜改良協会で実施しており県の負担はない。なお、効率化を
図るため、他の事務事業と統合する。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　生産衛生班
評価責任者 砂川正幸 担当者生産衛生班　　　　　
課番号 053001 係番号02 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-02-20
事務事業名 外国豚導入事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030101

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化
施策 戦略品目の生産拡大によるおきなわブランドの確立

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 種豚の導入頭数
成果指標名又は成果の内容(A')豚の飼養頭数
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 頭 0.00 18.00 5.00 0.00
成果指標A' 頭 269,498.00 258,334.00 244,893.00 303,000.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 29,606 21,635 0 0
投入資源 人工数D 0.30 0.30 0.10 0.00
(単位:千円) 人件費E 1,989 1,932 644 0

合計C+E=F 31,595 23,567 644 0

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

農家への聞き取り

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

農家への聞き取り
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ａ
(判定内容):A.他県水準より低い。

判
定
根
拠

養豚産業の発展のためには、おきなわブランド豚が必要であり、そのためには他県にはない種豚が必要である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

種豚が高価なため、県の実施が必要である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

種豚が高価なため、県の実施が必要である。

4.民間委託の可能性
判定 Ｅ

(判定内容):E.民間委託済み（一部委託含む）。

判
定
根
拠

種豚の導入は、沖縄県家畜改良協会に委託している。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

沖縄県独自の事業である。
本土各地は豚オーエスキー病が潜在することから、県外からの高能力の種豚導入は不可能である。よって外国から
改良の進んだ種豚を導入し、本県の種豚を改良する。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

豚系統造成を実施するには、能力に優れ血縁関係のない基礎豚が必要であることから、外国からの優良種豚が必要
である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

血液更新用の種豚及び系統造成豚は、本県の種豚改良に大きく貢献する。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

血液更新用の種豚及び系統造成豚は、本県の種豚改良に大きく貢献する。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

血液更新用の種豚及び系統造成豚は、本県の種豚改良に大きく貢献する。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

現在の事業費で概ね妥当である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

高度な知識と技術が必要なことから困難である。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ａ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｅ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

8 4 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 3
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):3.投入資源を減らし、成果が下がる。

判
定
根
拠

外国豚の導入により、本県の種豚改良が促進され養豚農家の所得向上につながる。
県内種豚の血液更新のため、定期的に外国から種豚を導入しているが、Ｈ１５及びＨ１６年度に導入を実施してい
るため、当分の間休止する。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　生産衛生班
評価責任者 砂川正幸 担当者生産衛生班
課番号 053001 係番号02 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-02-24
事務事業名 家畜衛生技術指導事業
歳出事業コード(1)250004001
歳出事業名(1) 家畜衛生技術指導事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 D2

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 999999

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 動物由来感染症検査件数
成果指標名又は成果の内容(A')ウイルス分離件数
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 件 3,870.00 80.00 220.00 240.00
成果指標A' 件 201.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 16,800 16,520 13,876 14,047
投入資源 人工数D 0.60 0.60 0.70 0.70
(単位:千円) 人件費E 3,978 3,864 4,508 4,494

合計C+E=F 20,778 20,384 18,384 18,541

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ａ
(判定内容):A.満足している。

判
定
根
拠

近年、消費者の畜産物に対する安全性の意識が高まる中、調査、検査成績に基づく衛生対策を農家にフィードバッ
クすることにより、農家経営の安定と畜産物の安全性の確保が図られている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

近年、消費者の畜産物に対する安全性の意識が高まる中、調査、検査成績に基づく衛生対策を農家にフィードバッ
クすることにより、農家経営の安定と畜産物の安全性の確保が図られている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

食の安全・安心確保交付金実施要綱に基づく全国メニューである。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

食の安全・安心確保交付金実施要綱に基づく全国メニューである。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

食の安全・安心確保交付金実施要綱に基づく全国メニューである。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

食の安全・安心確保交付金実施要綱に基づく全国メニューである。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

食の安全・安心確保交付金実施要綱に基づき実施。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

畜産農家に対する家畜衛生技術の普及・指導及び各種疾病による損耗防止を図っているため。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

調査、検査成績に基づく衛生対策を農家にフィードバックすることにより、農家経営の安定と畜産物の安全性の確
保が図られる。この事業には多様なメニューがあるため、活動指標と成果指標の相関は一概には言えない。

2/3頁



第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

調査、検査成績に基づく衛生対策を農家にフィードバックすることにより、農家経営の安定と畜産物の安全性の確
保が図られる。この事業には多様なメニューがあるため、活動指標と成果指標の相関は一概には言えない。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

調査、検査成績に基づく衛生対策を農家にフィードバックすることにより、農家経営の安定と畜産物の安全性の確
保が図られる。この事業には多様なメニューがあるため、活動指標と成果指標の相関は一概には言えない。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

食の安全・安心確保交付金実施要綱に基づく交付金であるため。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

主な業務として検査、調査、講習会等を実施している性質上難しい。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

8 5

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ａ 具体的方向性 1
(評価区分): A.拡充
(具体的方向性):1.投入資源を集中的に投資し、成果を大きく向上させる。

判
定
根
拠

家畜衛生技術の実施により、家畜の伝染性疾病による損耗を未然に防止し、農家経営の安定及び近年の消費者ニー
ズの多様化などを踏まえての生産段階からの畜産物の安全性の確保を図る必要性が今後増大するため。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　生産衛生班
評価責任者 砂川正幸 担当者生産衛生班
課番号 053001 係番号02 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-02-25
事務事業名 家畜保健衛生指導事業
歳出事業コード(1)250005001
歳出事業名(1) 家畜保健衛生指導事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 D2

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 999999

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 毎年１回の業績発表会
成果指標名又は成果の内容(A')病性鑑定頭羽数の維持
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 回数 1.00 1.00 1.00 1.00
成果指標A' 頭羽数 3,870.00 2,897.00 19,765.00 11,400.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 2,895 2,895 2,895 2,895
投入資源 人工数D 0.40 0.40 0.40 0.40
(単位:千円) 人件費E 2,652 2,576 2,576 2,568

合計C+E=F 5,547 5,471 5,471 5,463

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ａ
(判定内容):A.満足している。

判
定
根
拠

農家の飼養規模の拡大が進む中で、家畜の伝染性疾病の発生も多様化している。最先端の技術の習得により迅速・
的確な診断及び指導により農家の衛生対策に寄与している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

農家の経営安定のため飼養規模の拡大が進む中で、家畜の伝染性疾病の発生も多様化している。一方でその診断技
術も日進月歩をたどっており、時代の最先端を行く技術の習得と平準化が求められている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

九州各県と比較して同等であると考えられる。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

家畜保健衛生所法に基づく自治事務であるため。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

家畜保健衛生所法に基づく自治事務であるため。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

家畜保健衛生所法に基づく自治事務であるため。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

家畜保健衛生所法に基づく自治事務であるため。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

農家の経営安定のため飼養規模の拡大が進む中で、家畜の伝染性疾病の発生も多様化している。一方でその診断技
術も日進月歩をたどっており、時代の最先端を行く技術の習得と平準化が求められている。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

農家の経営安定のため飼養規模の拡大が進む中で、家畜の伝染性疾病の発生も多様化している。一方でその診断技
術も日進月歩をたどっており、時代の最先端を行く技術の習得と平準化が求められている。活動指標が成果指標に
間接的に影響を及ぼすものと考えられる。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

費用は減少傾向にあるが、毎年家畜保健衛生業績発表会及び伝達講習会を行い、技術の習得と平準化を図っている
。費用と成果は直接結びつくものではないので、一概には言えない。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

費用は減少傾向にあるが、毎年家畜保健衛生業績発表会及び伝達講習会を行い、技術の習得と平準化を図っている
。費用と成果は直接結びつくものではないので、一概には言えない。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

家畜保健衛生所法に基づく自治事務であるため。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

家畜保健衛生業績発表会及び伝達講習会等はパソコン及びスライドプロジェクター等を活用。電子媒体による情報
の伝達。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

6 5 1 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

新しい家畜衛生技術の習得と平準化により、家畜の伝染性疾病による損耗を未然に防止し、農家経営の安定を図る
とともに、近年の消費者ニーズの多様化等を踏まえての生産段階からの畜産物の安全性の確保を図る必要性が今後
増大するため。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　飼料班
評価責任者 砂川正幸 担当者飼料班
課番号 053001 係番号04 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-04-03
事務事業名 草地開発可能地調査
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030501

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備
施策 農業の基盤整備

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 草地開発整備調査
成果指標名又は成果の内容(A')肉用牛の頭数が増加する
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A カ所 2.00 2.00 2.00 3.00
成果指標A' 頭 80,725.00 79,355.00 78,267.00 97,000.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 3,100 3,500 1,400 4,200
投入資源 人工数D 0.20 0.20 0.20 0.20
(単位:千円) 人件費E 1,326 1,288 1,288 1,284

合計C+E=F 4,426 4,788 2,688 5,484

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ａ
(判定内容):A.満足している。

判
定
根
拠

事業実施前の調査であり、おおむね目的を達している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

県境への影響を実施前に調査するので二重手間がなくなった。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｃ
(判定内容):C.他県水準より高い。

判
定
根
拠

全額国庫である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

基盤整備の事前調査である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｃ
(判定内容):C.現在、県が実施しているが、市町村への権限移譲が可能である。

判
定
根
拠

一部の調査については市町村等へ委託して実施している。

4.民間委託の可能性
判定 Ｅ

(判定内容):E.民間委託済み（一部委託含む）。

判
定
根
拠

一部市町村に委託済み

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

畜産を中心としたこのような調査はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

基盤整備には事前調査は欠かさず、効果も高い。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

可能地を選定判断し、事業に乗せる。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

低コストを心がけているが、成果も金額分である。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

低コストを心がけている。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

全額国庫である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

開発可能地調査であり、既にコンピュータなども利用されている。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｃ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｃ

4.民間委託の可能性 Ｅ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

6 1 4 1 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

コンスタントに調査を実施し、事業を切れ目なく実施して成果を上げる。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　畜産課　飼料班
評価責任者 砂川正幸 担当者飼料班
課番号 053001 係番号04 電話番号866-2269 作成年月日

事務事業コード 2006-053001-04-04
事務事業名 草地開発関係委託調査事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030501

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備
施策 農業の基盤整備

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 草地整備手法の開発
成果指標名又は成果の内容(A')肉用牛の頭数が増加する
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A カ所 1.00 1.00 1.00 3.00
成果指標A' 頭数 80,725.00 79,355.00 78,267.00 97,000.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 1,500 2,500 1,800 1,000
投入資源 人工数D 0.20 0.20 0.20 0.20
(単位:千円) 人件費E 1,326 1,288 1,288 1,284

合計C+E=F 2,826 3,788 3,088 2,284

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ａ
(判定内容):A.満足している。

判
定
根
拠

事業実施前に各地域に適した草種と造成法を検討できる

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

各地域における草種の特性や利用方法、また草地造成技術の改善などを行うものである。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｃ
(判定内容):C.他県水準より高い。

判
定
根
拠

全額国庫である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

直接利益がでるものではない。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

県全体のもの又は地域であり、市町村になじまない。

4.民間委託の可能性
判定 Ｅ

(判定内容):E.民間委託済み（一部委託含む）。

判
定
根
拠

既に、一部民間等に委託済み

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

資金研究機関では短期間では対処できない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

そのときどき、地域で問題になっていることを取り上げる。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

適地適作、造成整備技術、肉用牛頭数と直接的である。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

低コストを心がけているが、成果も金額分である。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

頭数等は維持されている。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

全額国庫である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

技術の調査である。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｃ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｅ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

7 2 3 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

地域のニーズをくみ上げて調査を実施し、事業完了後のスムーズな経営向上につなげる。
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